
 今年はじめての議員報告となります。本年も「伏見たかしの議員報告」をどうぞよろしくお

願い致します。さて、今回は 2 件についてご報告致します。 

「ヤミ退職金」廃止で５億円返還！  
 「ヤミ退職金」と批判を受けていた大阪府市町村職員互助会（＊）の退会給付金制度が
昨年 11月末で廃止されました。これに伴い、同 12月に互助会より枚方市に約 5億 4千万
円が返還されました。枚方市の互助会への税金支出は来年度 約 9000 万円となり、昨年
度の約 3億円から 3分の１に減額されることになりました。 
 
また、退会給付金制度の廃止に伴い、他

市では、駆け込み退職者が多数発生し、再

雇用されて同じ仕事をしている事例があると

新聞に報道されておりました。枚方市におい

ては、11 月に 18 人の退職者がありましたが、

そのような事例はありません。 

 
【ちょっとひとこと】 
今回の措置で改善が進んだと認識しております。ただ、枚方市への返還金が 5億円であ

るのに対して、市職員への返還金総額は 30 億円あまりと聞きました。なぜこのような配分
になったのか疑問です。詳細については今後、市に説明を求めていきたいと思います。 
 

ボーナスの一部を供託 
昨年 12 月に支給された期末手当（ボーナス）の一部を法
務局に供託しました。本件に関連して、昨年 11月、12月と新
聞で報道されましたので、ご説明しておきたいと思います。
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（＊）大阪府市町村職員互助会：大阪市を除く大阪 

府下 42市町村などで構成される互助会で、 

会員である各団体の職員に対し、結婚準備 

金、入学祝金などの給付事業や宿泊施設の 

運営などの福利厚生事業を行っている。 

H17/12/23 
毎日新聞 

H17/12/22 読売新聞 



 

H17/11/24 毎日新聞 H17/11/23 朝日新聞 

（＊）国家公務員の人事管理を

行う行政機関である人事院が、

国家公務員と民間の給与格差を

解消することを目標に国会及び

内閣に対して毎年行う勧告。こ

れに基づき、公務員給与は毎年

改定されている。 

①  条例で定めれば、市議会議員に期末手当(ボーナス)を支給することができると法律で
定められています。一方、期末手当以外の手当を市議会議員に支給することは法律で認

められていません。 
 
② 枚方市の場合、期末手当として市議会議員に（報酬月 
額+報酬月額Ｘ0.2）Ｘ4.45（→4.45月分/年ということ）を支給 
することが条例で定められています。この計算式の「報酬月 
額Ｘ0.2」というのはいったい何なのでしょう。これは「役職加 
算」と呼ばれており、平成 2年の人事院勧告（＊）を受けて、 
公務員の期末手当が職務段階に応じて 20％の範囲内で加 
算されることとなり、国会議員についても加算されました。そ 
の際、市議会議員の期末手当にも加算されました。 

 
③  私の所属する会派「ひらかた市民

会議」の高橋伸介議員、池上典子議員が、

この「加算部分」は正に役職手当であり

法律違反であると、4 年前から議会で主
張してきました。昨年、市内のオンブズマ

ンから返還請求の訴訟が起こされたこと

を機に、裁判の決着が着くまで「加算分」

の受取を拒否することにしました。 
 
④  期末手当が口座に振り込まれる前

に、「加算分」を不用額として枚方市の会

計に戻すよう要望しました（右の新聞記

事ご参照）が、拒否されました。そこで、

法務局に供託致しました。 
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 (枚方市議会議員) 37 歳  香里団地 D地区在住  
＜所属政党＞ なし ＜経歴＞ うみのほし幼稚園→ 高陵小→ 枚方一中→  

寝屋川高→ 京産大→ 極東貿易（株）→ 現職  ＜趣味＞野球、柔道、旅行  

 
高橋伸介議員、池上典子議員、伏見隆の 3 人で構成しております会派「ひらかた市民会議」主催の
市政報告会を開催しています。ぜひご参加下さい。 

・日時： 毎月第 3木曜日（＊） 19：00～21：00（参加費：無料）  
・場所： メセナひらかた（枚方市駅から徒歩 5分） 

参加ご希望の方は会場等の都合がございますので、お手数ですが、事前に伏見まで電話または 
メールにてご予約お願い申し上げます。        （＊）今月は都合により第 4木曜日（26日）です。 

市政報告会のお知らせ 


